
�愛媛県規則第６４号
愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定めるものとする。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県立都市公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第１９

号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第４号中「第４号」を「第３号の２、第４号

」に改める。

第１２条の次に次の４条を加える。

（工作物等を保管した場合の公示の場所）

第１２条の２ 条例第１１条の３第１項第１号の規則で定める場

所は、保管した工作物等が放置されていた都市公園の所在

地を管轄する地方局建設部又は土木事務所の掲示板とする

。

（保管工作物等一覧簿）

第１２条の３ 条例第１１条の３第２項の規則で定める様式は、

保管工作物等一覧簿（第１８号様式）とする。

２ 条例第１１条の３第２項の規則で定める場所は、保管した

工作物等が放置されていた都市公園の所在地を管轄する地

方局建設部又は土木事務所とする。

（保管した工作物等を売却する場合の手続）

第１２条の４ 条例第１１条の５第２項の保管した工作物等の売

却の手続は、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号

）の定めるところによる。

（受領書）

第１２条の５ 条例第１１条の６の規則で定める様式は、受領書

（第１９号様式）とする。

第１４条中「第１８号様式」を「第２０号様式」に改める。

第４号様式から第６号様式まで及び第１４号様式中「第５条

第２項」を「第５条第１項」に改める。

第１７号様式中「第６条第３項」を「第６条第１項」に改め

る。

第１８号様式を第２０号様式とし、第１７号様式の次に次の２様

式を加える。
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第１８号様式（第１２条の３関係）

保管工作物等一覧簿

整理
番号

保管した工作物等 保管した
工作物等
が放置さ
れていた
場所

除却した
日 時

保管を始
めた日時

保管の
場 所

備考名称
又は
種類

形状 数量
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第１９号様式（第１２条の５関係）

受 領 書

年 月 日

愛媛県知事 殿

返還を受けた者
住所
氏名 �

返還を受けた日時

返還を受けた場所

返
還
を
受
け
た
工
作
物
等

整 理 番 号

名 称 又 は 種 類

形 状

数 量

（返還を受けた金額）

愛 媛 県 報平成１６年１２月２４日 第１６２１号

１２５９



附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県立都市公園条例施

行規則第４号様式から第６号様式まで、第１４号様式及び第

１７号様式の規定により提出されている申請書は、改正後の

愛媛県立都市公園条例施行規則第４号様式から第６号様式

まで、第１４号様式及び第１７号様式の規定により提出された

申請書とみなす。

�������
�愛媛県告示第２５１１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５１０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５１２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５１３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５１４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

パソコンネットワーク学習システ
ム 一式

愛媛県総務部管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１６年１２月１４日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門
町一丁目１番地の１５

３０，４５０，０００円 一般競争入札 平成１６年１０月２６日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

今治市医師会市
民病院

今治市別宮町七丁目１
番４０号

社団法人
今治市医師会

平成２０年
１月２４日
まで

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３００１３３１１９ 株式会社コムスン 東京都港区六本木
六丁目１０番１号 樋 口 公 一 児童居宅

介護
株式会社コムス
ン八幡浜ケアセ
ンター

八幡浜市下浜田
町１３５５－２６

八幡浜市産業通
４番１６号

平成１６年
１２月２日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１０００６３１１０ 株式会社コムスン 東京都港区六本木
六丁目１０番１号 樋 口 公 一

身体障害
者居宅介
護

株式会社コムス
ン八幡浜ケアセ
ンター

八幡浜市下浜田
町１３５５－２６

八幡浜市産業通
４番１６号

平成１６年
１２月２日
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�������
�愛媛県告示第２５１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（農道）・沢渡先場地区）の施行

に平成１６年１２月１３日同意した。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中村地区）の

施行に平成１６年１２月１３日同意した。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字山財２９５２から２９５４まで、２９７１

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西条市丹原町楠窪第２号６２３、第２号６２６、第２号６

２７、第２号６２９の１、第２号６２９の２、第２号６５７、第

２号６５８、第２号６６３、第２号６６６の１から第２号６６６

の３まで、第２号６６７、第２号６６８、第２号６８１、第２

号６８３、第２号６８５、第２号６８６の２、第２号６８６の３

、第２号６８７の１、第２号６８７の２、第２号６８８、第２

号６８９、第２号６９２、第２号６９３、第２号６９５、第２号

６９６の１、第２号７０９の１から第２号７０９の３まで、第

２号７１０、第２号７１１の１、第２号７１１の２、第２号７

１２、第２号７１３、第２号７１４の１、第２号７６２、第２号

７６４の１、第２号７６４の２、第３号８５、第３号８６、第３

号９３の１、第３号９３の３、丙１、丙２の１、丙２の２、

明河第８号２６３、第８号２８２、第８号２８４の１から第８

号２８４の５まで、第８号４８９の６、第８号４８９の２４、第

８号４８９の２８、第９号７８、第９号８０、第９号８２、第９号

１０４の１、第９号１０４の２、第９号１０５から第９号１０８

まで、第９号１１１の１、第９号１１１の４、第９号１１２、

第９号１１６の１、第９号１１６の２、第９号１１９、第９号

１２２の１、第９号１２５から第９号１３０まで、第９号１３２

、第９号１３５、第９号１９２から第９号１９５まで、第９号

１９８、第９号２００、第９号２０１の１、第９号２０１の２、

第９号２０２から第９号２０６まで、第９号２７５、第９号２

７７の１、第９号２７８、第９号２７９の１、第９号２８１の３

、第９号２８１の５、第９号２８１の６、第９号２８１の９か

ら第９号２８１の１２まで、第９号２８１の１７、丙６８９、丙６

９０、丙６９４、丙６９６、丙６９８、丙７０１、丙８３１、丙８３２

の１から丙８３２の３まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

�愛媛県告示第２５１５号
貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第３６条第１号の規定に基づき、次のとおり貸金業者に対し、業務の全

部（弁済の受領及び債権の保全行為に関する業務を除く。）の停止を命じた。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２００１６５１１２ 株式会社コムスン 東京都港区六本木
六丁目１０番１号 樋 口 公 一

知的障害
者居宅介
護

株式会社コムス
ン八幡浜ケアセ
ンター

八幡浜市下浜田
町１３５５－２６

八幡浜市産業通
４番１６号

平成１６年
１２月２日

商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所等の所在地 登 録 番 号 登録年月日 業務の停止期間

マネーショップ
なすび 原田さおり 西条市丹原町池田１８７０番地２ 愛媛県知事（２）第０１９０２号 平成１４年７月２１日 平成１６年１２月１４日から

平成１７年２月１１日まで

栗原商事 栗原 卓司 伊予郡松前町大字神崎６９３番
地９ 愛媛県知事（１）第０２０４８号 平成１４年４月２６日 平成１６年１２月１４日から

平成１７年２月１１日まで

かふな信託 神田 里志 大洲市春賀甲１５８８番地の１ 愛媛県知事（Ｎ１）第０２１０１号 平成１５年５月２２日 平成１６年１２月１４日から
平成１７年２月１１日まで

��������������

愛 媛 県 報平成１６年１２月２４日 第１６２１号

１２６１



ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに西条市役所及び津島町役場に備え置いて縦覧に供する。

）

�������
�愛媛県告示第２５１９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘長月２２１２・２２１３（以上２筆について

次の図に示す部分に限る。）、２２１１

２ 指定の目的

干害の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第２５２０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市阿島長谷山（国有林。次の図に示す部分に限

る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市土居町上野字北山（国有林。次の図に示す

部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字北山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡小田町大字中川字小田深山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字小田深山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡小田町大字中川字小田深山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字小田深山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

愛 媛 県 報平成１６年１２月２４日 第１６２１号
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡小田町大字中川字小田深山・丸石山（以上２

字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字小田深山・丸石山（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字丸石山

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字丸石山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大川字狼ヶ城山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字狼ヶ城山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び町役場に備え置

いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５２１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字中久保６９１４の２、６９３２の２、

６９３２の３、６９３３、６９３４の２、６９３６の２、６９４１、６９４２の２、

６９４５の３、６９４６の２、６９４７の２、６９４９の２、６９４９の３、６９

５４の２、６９５７の２、６９６４の２、６９８０の２、６９８０の３、６９８２

の２、６９８５の２から６９８５の４まで、７０１５の２、７０２４の２、

７０２５の２、７０２７の２、７０５９の２、７０６０の２、７０７４の２、７０

７６の２から７０７６の４まで、７０７８の２、７０７９の２、７０９７の２

、７０９８の２、７１００の２、７１０１の２、７１０２の２、７１０５の２、

６９５５の２・６９５６の２（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び久万高

原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５２２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町関屋乙１５６の２２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西条市旦之上乙２９０

� 指定の目的

土砂の流出の防備
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� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

旦之上乙２９０（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡中島町大字饒乙３０２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字饒乙３０２（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡中島町大字二神甲５７０の１（次の図に示す部分

に限る。）

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに西条市役所及び中島町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５２３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

越智郡伯方町大字北浦字深山甲１７８８、乙５８７、乙５８８

の１、乙５８８の３、乙５９１の１、乙５９２の１、乙５９３の

１、乙５９４、乙５９５、乙５９６の１、乙５９６の２、乙５９７

、乙５９８、乙９６２、字正古乙４７７、乙４７８、乙４８０、大

字有津字北浦道乙１７８、乙１９６、乙２０２、乙２０３、乙２

０５、乙２０７、乙２０８、大字叶浦字山田乙５６８、乙５６９、

乙５７０の１、字ナメラ乙７３１の３から乙７３１の７まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

越智郡伯方町大字北浦字深山甲１７８５、甲１７８８、乙５８７

、乙５８８の１、乙５８８の３、乙５９１の１、乙５９２の１、

乙５９３の１、乙５９４、乙５９５、乙５９６の１、乙５９６の２

、乙５９７、乙５９８、乙５９９の１から乙５９９の３まで、乙

６００の１、乙６００の２、乙６０１、乙６０２の１から乙６０２

の４まで、乙６０３から乙６０６まで、乙６０８の１、乙６０９

、乙６１０の１、乙６１１の１、乙６１２から乙６１８まで、乙

６１９の１、乙６１９の２、乙６２０、乙６２２、乙６２３、乙６

２４の１、乙９６２、字正古乙４７７、乙４７８、乙４８０、大字

有津字北浦道乙１７８、乙１９６、乙２０２、乙２０３、乙２０５

、乙２０７、乙２０８、大字叶浦字寺山甲６３８、字山田乙５

６８、乙５６９、乙５７０の１、乙５９８、乙６０２から乙６０４ま

で、乙６０９、乙６１２、乙６１３、乙６２７、字ナメラ乙７３１

の１から乙７３１の８まで

� 指定の目的

公衆の保健

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び伯方町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５２４号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所
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四国中央市新宮町馬立字三ツ足山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧

に供する。）
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�愛媛県告示第２５２６号
愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告

示第６０７号）の一部を次のように改正し、平成１７年１月１６日

から施行する。

この告示の際現に改正前の愛媛県建設工事請負業者選定要

領様式第１号の規定により提出されている建設工事入札参加

資格審査申請書は、改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要

領様式第１号の規定により提出された建設工事入札参加資格

審査申請書とみなす。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

様式第１号４及び５中「村」を削り、同様式１９中「市町村

」を「市町」に改める。

�������
�愛媛県告示第２５２７号
海岸保全区域の指定（昭和３２年９月愛媛県告示第７２１号）

の一部を次のように改正する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別表石応の項を削る。

�愛媛県告示第２５２５号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１４条第１項の規定に基づき、次の生産事業者の登録は、失効した。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５２８号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録
番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏 名 又 は 名 称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

７ 新居森林組合 西条市大町１２１１ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 西条市大町

３３０ 伊藤米夫 西条市早川２１５８－１ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 西条市早川

３３７ 早川農園 西条市早川２１５８－１ １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 西条市早川

海 岸 名 市 町 村 主 管 省 管 理 者 区 域

豊後水道
東沿岸
石応海岸

宇和島市 国土交通
省

愛媛県知
事

基点１から基点３２までを順次結んだ線並びに基点３２、補助点３２、補助点８、補助点７の３、
補助点７の２、補助点７の１、補助点６の２、補助点６の１、補助点５、補助点４、補助点３
、補助点１及び基点１を順次結んだ線により囲まれた区域
基点及び補助点の表示（角度の表示は、真北）
基点１は、宇和島市小浜２８１２番の標柱
基点２は、基点１から１２８度３７分２０．００メートルの地点
基点３は、基点２から１４度２１分５３．００メートルの地点
基点４は、基点３から２５度２３分１３０．００メートルの地点
基点５は、基点４から３３度４３分７５．００メートルの地点
基点６は、基点５から４７度３４分１１９．００メートルの地点
基点７は、基点６から１度３０分１５８．００メートルの地点
基点８は、基点７から８４度５２分１０３．００メートルの地点
基点９は、基点８から１５５度０２分５３．００メートルの地点
基点１０は、基点９から１２７度０５分６７．００メートルの地点
基点１１は、基点１０から８２度５２分５２．００メートルの地点
基点１２は、基点１１から５４度３９分５８．００メートルの地点
基点１３は、基点１２から２４度０４分５５．００メートルの地点
基点１４は、基点１３から７２度０８分６０．００メートルの地点
基点１５は、基点１４から３４１度２１分２２．００メートルの地点

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年１２月２４日 第１６２１号

１２６５



�������
�愛媛県告示第２５２９号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３８条第１項の規定に基

づき、次のように吉海港の臨港地区を定めたいので、同条第

３項の規定により、当該臨港地区の区域の案を愛媛県庁、今

治地方局建設部、吉海町役場において告示の日から２週間公

衆の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

吉海港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 臨港地区の名称

吉海港臨港地区

２ 臨港地区の区域の案

越智郡吉海町大字福田の一部、大字幸新田の一部及び大

字本庄の一部

�������
�愛媛県告示第２５３０号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３８条第１項の規定に基

づき、次のように弓削港の臨港地区を定めたいので、同条第

３項の規定により、当該臨港地区の区域の案を愛媛県庁、今

治地方局建設部、上島町弓削総合支所において告示の日から

２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 臨港地区の名称

弓削港臨港地区

２ 臨港地区の区域の案

越智郡上島町弓削明神の一部、下弓削の一部、太田の一

部、佐島の一部及び土生の一部

�������
�愛媛県告示第２５３１号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３８条第１項の規定に基

づき、次のように中島港の臨港地区を定めたいので、同条第

３項の規定により、当該臨港地区の区域の案を愛媛県庁、松

山地方局建設部、中島町役場において告示の日から２週間公

衆の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

中島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 臨港地区の名称

中島港臨港地区

２ 臨港地区の区域の案

温泉郡中島町大字大浦の一部及び大字小浜の一部

�������
�愛媛県告示第２５３２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３８条第１項の規定に基

づき、次のように三崎港の臨港地区を定めたいので、同条第

３項の規定により、当該臨港地区の区域の案を愛媛県庁、八

幡浜地方局建設部、三崎町役場において告示の日から２週間

公衆の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

三崎港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 臨港地区の名称

三崎港臨港地区

２ 臨港地区の区域の案

西宇和郡三崎町三崎の一部、高浦の一部、大佐田の一部

及び井野浦の一部

�愛媛県告示第２５３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

基点１６は、基点１５から２１度０５分６０．００メートルの地点
基点１７は、基点１６から３５８度３８分２３．００メートルの地点
基点１８は、基点１７から３２９度４８分３１．００メートルの地点
基点１９は、基点１８から２９７度１５分１２．００メートルの地点
基点２０は、基点１９から２４５度２１分１６．００メートルの地点
基点２１は、基点２０から３２２度５０分１３．００メールの地点
基点２２は、基点２１から２４７度３１分１４．００メートルの地点
基点２３は、基点２２から３２０度４９分２６．００メートルの地点
基点２４は、基点２３から２９０度２９分３２．００メートルの地点
基点２５は、基点２４から３４８度５１分３１．００メートルの地点
基点２６は、基点２５から８４度０８分１１．００メートルの地点
基点２７は、基点２６から６４度５７分１７．００メートルの地点
基点２８は、基点２７から１３２度５４分９．００メートルの地点
基点２９は、基点２８から７９度３６分９．００メートルの地点
基点３０は、基点２９から１２度５９分７１．００メートルの地点
基点３１は、基点３０から３３８度５９分３０．００メートルの地点
基点３２は、基点３１から８４度５８分１３．００メートルの地点
補助点３２は、基点３２から３０７度１３分５８．００メートルの地点
補助点８は、基点８から３３０度２７分９５．００メートルの地点
補助点７の３は、基点７から３２７度３７分１１１．００メートルの地点
補助点７の２は、基点７から２９６度５５分１１２．００メートルの地点
補助点７の１は、基点７から２３９度４６分８６．００メートルの地点
補助点６の２は、基点６から３０５度５０分１２３．００メートルの地点
補助点６の１は、基点６から２８５度０２分９５．００メートルの地点
補助点５は、基点５から３０６度０１分７９．００メートルの地点
補助点４は、基点４から２９９度３１分７９．００メートルの地点
補助点３は、基点３から２８９度０６分７９．００メートルの地点
補助点１は、基点１から３０８度３７分６６．００メートルの地点
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その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５３６号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道

路を次のように指定した。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線

越智郡波方町大字樋口字恵毛谷甲２０３６番１５地先から
今治市地堀一丁目２７４番２地先まで
及び
今治市中堀四丁目２２５番２地先から
同市内堀二丁目１８４番２地先まで

旧
４．４～３０．０

１６．０～３４．０

１．２０１

１．０６１

今治市中堀四丁目２２５番２地先から

同市地堀一丁目２７７番２地先まで
新 １１．９～４１．０ １．４３２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町田之浜甲３４２番１地先から

同町田之浜甲１７３番１３まで

旧 ３．８～１４．６ ０．１５２

新 ４．４～５０．０ ０．１５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町田之浜甲３４２番１地先から

同町田之浜甲１７３番１３まで
平成１６年１２月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

メートル

県 道 六軒家石手線
松山市道後湯之町１５６３番１から

同市道後湯之町１６１２番７まで
７．０～２７．６ ２０９．０
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�愛媛県告示第２５３８号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第

９条第２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政

令第２４０号）第２条第１項第４号に規定する数値を次のとお

り定める。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

地方労働委員会告示

�愛媛県地方労働委員会告示第４号
地方労働委員会が管理する公文書の公開に関する規程（平

成１０年１２月愛媛県地方労働委員会告示第２号）の一部を次の

ように改正し、平成１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県地方労働委員会

会 長 白 石 喜 �
題名を次のように改める。

労働委員会が管理する公文書の公開に関する規程

本則中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

�������
�愛媛県地方労働委員会告示第５号
地方労働委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規程（

平成１４年１月愛媛県地方労働委員会告示第１号）の一部を次

のように改正し、平成１７年１月１日から施行する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県地方労働委員会

会 長 白 石 喜 �
題名を次のように改める。

労働委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規程

本則中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

�愛媛県告示第２５３９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３

項の規定により告示する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５４０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１６年１２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６西局建（開）第１６号

平成１６年１２月１４日
西条市朔日市字寄合３０２番

埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目１９
番４号
株式会社 アベイル
代表取締役 島 村 治 伸

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

新居浜市磯浦
町 磯浦 １６ 耐 火 ０．８２００

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
３号

温泉郡中島町大字１６２６番地 温泉郡中島町 同町役場 平成１６年１２月７日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

御第
１３号
の２

南宇和郡愛南町御荘平城２９８２
番地２

南宇和交通安全協会 売りさばき人
南宇和郡愛南町御荘平城２９８２番地
２
南宇和交通安全協会
売りさばき所
南宇和郡愛南町御荘平城２９８２番地
２
御荘警察署内

売りさばき人
南宇和郡愛南町御荘平城２９５９番地
南宇和交通安全協会
売りさばき所
南宇和郡愛南町御荘平城２９５９番地
御荘警察署内

平成１６年
１１月１日
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愛 媛 県 報平成１６年１２月２４日 第１６２１号

１２６８



正 誤

�正 誤

平成１６年１２月１７日付け第１６１９号愛媛県規則第６２号（愛媛県

漁業調整規則の一部を改正する規則）中

ページ 箇 所 誤 正

１２３７ 右欄上から１１行目 「西条市仏崎」 「西条市仏埼」

愛 媛 県 報平成１６年１２月２４日 第１６２１号

１２６９



平成１６年１２月２４日 印刷
平成１６年１２月２４日 発行
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